
平成２８年生駒市議会（第６回）定例会

（ 追 送 報 告 分 ）

平成２８年１２月７日

生 駒 市 



報告第 18 号 

市長専決処分の報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づいて議

会の議決により指定された市長の専決処分事項である下記の事項について、別紙

のとおり専決処分したから、同条第２項の規定により報告する。 

記 

和解及び損害賠償の額の決定について 

平成２８年１２月７日提出 

生駒市長 小 紫 雅 史  
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専第 14 号 

専 決 処 分 書 

和解及び損害賠償の額の決定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づいて議

会の議決により指定された市長の専決処分事項である和解及び損害賠償の額の決

定について、同項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

記 

１ 事故区分及び事故発生年月日 

物損事故 

平成２８年１０月１３日（木）午前９時５０分頃 

２ 事故発生場所 

生駒市新旭ヶ丘地内 新旭ヶ丘交差点 

３ 損害賠償の額 

６８２，０２０円 

４ 事故の概要 

事故発生場所に向かって東向きに公用車で走行中、事故発生場所の交差点の

赤信号を見落として進入し、交差点北側から進入してきた自動車と接触し、相

手方車両の一部を損傷させたもの 

平成２８年１２月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史  
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